
 

 

 

 

 

 

 

（仮称）上郷開発事業 

 

修正届添付資料に関する補足資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 4月 23 日 

 

東急建設株式会社 

 

 

 

１．盛土造成について 

 

２．オオタカの事後調査について 

 

３．医療施設・地域防災・再生可能エネルギーについて 

この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることがありますので、取り扱いにご注意願います。 

事業者資料 



 

  



 

- 1 - 

 

この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることがありますので、取り扱いにご注意願います。 

事業者資料 

 

 

 

 

１．盛土造成について 

 

１）液状化対策について 

 

①現地盤の状況確認 

当該地の谷戸部は、都市計画道路舞岡上郷線の建設が始まるまで、田畑の耕作が行われていま

した。舞岡上郷線の北西側には現在も湧水が確認されており、当該地の一部においては、横浜市

の液状化マップの評価※で「液状化危険度は低い」又は「液状化する可能性がある」土地とされて

います。 

当該地の状況を踏まえ、開発工事の実施設計においては、盛土した場合の現地盤の安定性を確

認するために、現地盤の地盤調査等を行います。 

 

②現地盤の液状化対策について 

地盤調査等の結果、対策が必要となった場合は、現地盤に対する対策工を行います。 

現在、実用化されている地盤の液状化対策工法について図 2-1 に示します。実施設計において

は、最新の技術工法も含め検討を行います。 

 

③盛土地盤の安定性について 

盛土地盤についても、実施設計において液状化の検討を行います。また工事の実施にあたって

は、盛土材料の試験結果に基づき、施工方法を適切に定め、さらに、降雨や地山からの湧水によ

る地下水位の上昇を抑えるために盛土の最下部に排水管を設置します。 

 

※ 横浜市液状化マップにおいて、液状化危険度の判定には PL値を用いています。PL 値とはその

地点での液状化の危険度を表す数値です。 

15＜PL   ：液状化危険度が高い 

5 ＜PL≦15：液状化する可能性がある 

0 ＜PL≦5 ：液状化危険度は低い 

PL＝0     ：液状化危険度はかなり低い 
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図 1-1 液状化対策工法 （宅地防災マニュアルの解説 第Ⅱ巻 ぎょうせい） 

再掲（平成 26年 3月 28 日事業者資料 修正届添付資料に関する補足資料 P10） 
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２）盛土造成について 

 

①造成工事の技術基準について 

 

当該造成工事は、宅地造成等規制法の許可を要する工事であり、法令に基づく手続き並びに技

術的基準に従い設計及び施工を行います。 

宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規

制を行うことにより、宅地造成を行う者、造成された宅地を利用する者及びその周辺に居住する

者の、生命、身体及び財産を保護することを目的として定められています。 

横浜市においては、法令と解説をわかりやすくまとめた「宅地造成の手引」があり、手続き、

設計、施工は、この手引を準拠して実施します。以下に「宅地造成の手引/平成 26 年 1 月/横浜市

建築局」の宅地造成技術基準の設計編及び施工編より盛土に関する記述を示します。 

 

宅地造成技術基準～設計編～ 第２章「４ 盛土」 
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（宅地造成の手引/平成 26 年 1月/横浜市建築局 より抜粋） 
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宅地造成技術基準～施工編～ 第３章「３ 盛土」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（宅地造成の手引/平成 26 年 1月/横浜市建築局 より抜粋） 
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宅地造成等規制法施行令（抜粋） 
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②東日本大震災の宅地滑動崩落被害を踏まえた現行の宅地造成基準の検証結果について 

 

平成 26 年 3 月 20 日に国土交通省より「日本大震災の宅地滑動崩落被害を踏まえた現行の宅地

造成基準の検証結果について」報告がありました。 

検証の結果、現行基準は東日本大震災の宅地の被害実態を踏まえても、大地震時の甚大な被害

を防止する役割を果たしているとの結論を出しています。 
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造成計画断面位置図を図 1-2、造成計画断面図及び造成の形状等について図 1-3 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 造成計画断面位置図 
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  図 1-3 造成計画断面図  

宅地造成技術基準～施工編～ （宅地造成の手引/平成 26 年 1月/横浜市建築局） 

（南北方向） 

※ 

 

※ 

（東西方向） 

（南北方向） 

（東西方向） 

A-A’断面(南北方向)：北西側谷部の造成形状の代表断面。盛土高さ最大約 14m。 

B-B’断面(南北方向)：南東側の造成形状の代表断面。盛土高さ約 8ｍ。 

C-C’断面(東西方向)：北西側谷部の造成形状の代表断面。盛土高さ最大約 14m。 

D-D’断面(東西方向)：傾斜地盤上の盛土及び宅地内法高が最大となる断面。 

※ 

 

※ 

 

※ 

 

宅地造成技術基準～設計編～ （宅地造成の手引/平成 26 年 1月/横浜市建築局） 

※傾斜地盤上に盛土をする時は、原地盤を段切りし、腹付け盛土施工を行います。 

※ 

 

断面選定理由 

※ 
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２．オオタカの事後調査について 

 

①評価書における現地調査結果について 

オオタカについては生息に関する情報があり、平成 18年～平成 19 年にオオタカ生態調査を実施し

ました。調査の結果、事業計画区域周辺（周辺 400ｍ※）において、営巣は確認されませんでしたが、

事業計画区域の東側 4 割程が高利用域※に該当していました。 

※オオタカの生息エリア  

 営巣中心域：営巣木を中心におよそ半径 400m 

営巣地、営巣木およびそこに近接する監視やねぐらのためのとまり場所、餌処理場所等を含む区域

で、営巣期に工事や人の立ち入りがあると生息に支障をきたすおそれがある区域 

 高利用域：営巣木あるいは営巣木群からおよそ半径 1.5km 

      営巣期の採餌場所、主要な飛行ルート、主要な旋回場所等を含む営巣期に主として利用する区域 

「オオタカとの共生を目指して－埼玉県オオタカ等保護指針－」1999 年 3 月、埼玉県環境生活部自然保護課より 

 

②評価書におけるオオタカの保全計画について 

事業計画区域及びその周辺ではオオタカの飛翔が確認されており、良好な生息環境であると考えら

れることから、今後継続的にモニタリング調査を実施し、事業計画区域および周辺 400m の範囲内で

オオタカの営巣が確認された場合には、専門家の意見を踏まえ、営巣の状況に応じて工事工法や工事

時期の検討（繁殖期を避ける）を行うなど、オオタカの保全に努めることとしました。 

 

③評価書における事後調査計画について 

工事中の建設機械の稼働やその稼動に伴う騒音等の影響を鑑みて、工事中の事後調査を行い影響の

有無を確認する計画としました。 

表 2-1 事後調査の内容（抜粋） 

時 

期 

環境 

項目 

環境影響

要因 
調査項目 調査頻度 調査位置 

調査 

時期 

調査 

方法 

工

事

中 

植物 

・ 

動物 

土地利用

の改変 

・オオタカの生息状況 

(飛翔確認、営巣確認) 

1 回／月 

（2月～7月） 

事業計画区域及び 

その周辺 400m 

工事 

期間中 

現地 

調査 

 

④市長意見（平成 19 年 11 月受理）について 

また、市長意見においても以下のとおり工事中の事後調査について意見をいただきました。 

２個別的事項 

（2）環境影響評価項目 

ア 工事中 

（イ）植物・動物 

ｂ オオタカについては、工事実施前及び工事期間中も継続してモニタリング調査を実施

し、調査結果については毎年度報告すること。 

  また、モニタリング調査期間中に、飛翔頻度や採餌、巣材運搬等の重要な行動に変化

が見られた場合は、専門家の意見を聴き、必要に応じて適切な措置を実施すること。 

 



 

- 13 - 

 

この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることがありますので、取り扱いにご注意願います。 

事業者資料 

⑤評価書以降の調査について 

オオタカについては、平成 20 年のモニタリング調査報告書をまとめた以後、同年 7 月の都市計画

提案の評価結果を受け、専門家と相談のうえ調査を一時中断しました。 

その後、平成 22 年までは近隣の他機関の調査結果を注視しつつ、平成 23 年 12 月よりモニタリン

グ調査を再開し、平 24年 8 月及び平成 25年 8月に調査結果をまとめ、報告しました。 

調査の結果、事業計画区域へのオオタカの飛翔はあるものの頻度が少なく、繁殖は確認されており

ません。 

 

⑥新事業計画におけるオオタカの保全計画について 

都市計画道路舞岡上郷線の東側の谷戸部及び丘陵部については、一団の土地として将来にわたり保

全されるよう、特別緑地保全地区の決定及び都市施設の公園の変更※を都市計画提案で提案しました。

したがって、オオタカの飛翔が見られた範囲は保全が図られる計画となっております。また、工事施

工範囲も縮小されるため、影響を及ぼすおそれがより低減されていると考えられます。 

※都市施設の公園の「変更」について  

横浜市においては、都市施設の公園について市域全体で公園配置計画を決定しています。新たな公園の追加も「変

更」となります。 

 

⑦新事業計画における事後調査について 

平成 18 年からの現地調査の結果、事業計画区域周辺（周辺 400ｍ※）に営巣は確認されませんでし

た。また、高利用域※に該当していた事業計画区域の東側 4 割程のエリアについても特別緑地保全地

区及び都市施設の公園として保全する計画に変更したことから、工事による影響は評価書の予測結果

と比較して低減されると考えます。 

事後調査については、工事施工範囲を縮小し、オオタカの生息エリアを保全する計画に修正しまし

たが、評価書と同様に実施します。したがって、都市計画提案が認められ、事業が実施される状況が

整いましたら、再度工事実施前から工事期間中のオオタカのモニタリングを実施し、調査結果につい

ては毎年度報告いたします。なお、モニタリング調査期間中に、飛翔頻度や採餌、巣材運搬等の重要

な行動に変化が見られた場合は、専門家の意見を聴き、必要に応じて工事時期の検討等、適切な措置

を実施いたします。 

※オオタカの生息エリア  

 営巣中心域：営巣木を中心におよそ半径 400m 

営巣地、営巣木およびそこに近接する監視やねぐらのためのとまり場所、餌処理場所等を含む区域

で、営巣期に工事や人の立ち入りがあると生息に支障をきたすおそれがある区域 

 高利用域：営巣木あるいは営巣木群からおよそ半径 1.5km 

      営巣期の採餌場所、主要な飛行ルート、主要な旋回場所等を含む営巣期に主として利用する区域 

「オオタカとの共生を目指して－埼玉県オオタカ等保護指針－」1999 年 3 月、埼玉県環境生活部自然保護課より 
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３．医療施設・地域防災・再生可能エネルギーについて 

 

当該事業計画における環境に配慮したまちづくりの目標、取組について、平成 26 年 1 月に提出し

た都市計画提案で以下のとおり提案しました。 

 

3-1-4-(1) 提案する都市のコンセプト（都市計画提案書 様式 1 P14） 

 

「市街地の整備と自然的環境の保全と創出のバランスに配慮したまちづくり」 

 

① 自然環境等の保全と創出 

・残された豊かな自然的環境を保全しつつ、市街地整備の中で新たな自然的環境を創出し、

地域の魅力アップにつなげます。 

 

② 安心、安全のまちづくり 

・本地域において不足している医療施設を誘致医療施設を誘致医療施設を誘致医療施設を誘致します。 

・地権者の協力の下、地域防災の拠点を整備地域防災の拠点を整備地域防災の拠点を整備地域防災の拠点を整備します。 

 

③ 地域の活性化に資する“にぎわい”の創出 

・舞岡上郷線沿道に“にぎわい”を創出し、港南台から環状３号線に連なる“にぎわい”を

環状４号線につなげ、上郷町を中心とする郊外型住宅地の活性化の一助とします。 

    

④ 環境に配慮したまちづくり 

～鉄道駅を中心としたコンパクトなまちづくり、低炭素・省エネルギー型まちづくり～ 

・先に述べた上位計画による位置付けに基づき、JR 港南台駅からおおむね１kmの範囲内に

ある本地区を徒歩圏のフリンジと位置付け、将来的には郊外部住宅地からの移転先の候補

となりえるような魅力的で持続可能な住宅地を整備します。 

・本提案区域内における建築物については再生可能エネルギー再生可能エネルギー再生可能エネルギー再生可能エネルギーを積極的に導入し、また全施

設において CASBEE で高ランクとなるような計画を目指します。 

 

⑤ 地域交通の円滑化 

・市街地整備に合わせて、市街地整備に伴う交通量の増加に対し商業施設の開発交通量も見

込んだ上で、将来交通量を予測し、周辺道路交差点の影響の調査、予測、評価及び交通管

理者等との十分な調整を行いながら、道路拡幅、交差点改良などを実施し、地域交通の円

滑化を図ります。 
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１）医療施設の誘致について 

 

当該事業計画地を含む栄区は、本市の他の区に比べ、人口に対する医療施設が少ない状況にあり、

高齢者だけでなく、子育ての世代にとっても不便な状況となっていると考え、当該地に医療施設を誘

致する計画にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 横浜市都市計画マスタープランー栄区プラン－
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当該事業計画地を含む栄区は、本市の他の区に比べ、人口に対する医療施設が少ない状況にあり、

高齢者だけでなく、子育ての世代にとっても不便な状況となっていると考え、当該地に医療施設を誘

 

横浜市都市計画マスタープランー栄区プラン－ より抜粋
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当該事業計画地を含む栄区は、本市の他の区に比べ、人口に対する医療施設が少ない状況にあり、

高齢者だけでなく、子育ての世代にとっても不便な状況となっていると考え、当該地に医療施設を誘

より抜粋 

当該事業計画地 
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図 3-2 医療施設の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 土地利用計画図 

  

医療施設予定地 
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２）地域防災の拠点整備について 

 

都市計画提案で提案する都市のコンセプトにおける「地域防災の拠点整備」は、事業者が誘致する

施設に以下の機能を付加して地域の防災支援拠点とする考えです。 

なお、規模並びに行政及び地域他施設との連携等については、都市計画提案が認められた後に検討

してまいります。 

 

①当該地に誘致する施設の機能について 

Ａ１地区：商業施設（ホームセンター） 

     防災備蓄機能を備えた防災支援拠点 

Ａ２地区：クリニックモール（複数科診療所+調剤薬局） 

災害時の応急医療、医薬品備蓄機能 

 

②災害時のエネルギー供給手段について 

・提案書に記載した手段 

電気自動車用急速充電設備を商業施設の駐車場などに多数設置し、電気自動車の普及を推進す

るとともに、災害時にはその蓄電機能を利用して一時的な電気供給を可能とします。 

・今後検討していく手段 

災害時の電気エネルギーについては、事業者が計画地に誘致する商業施設における地域防災支

援機能の充実に鑑み、自家発電装置の非常時利用やクリニックモールに非常用発電装置の設置

などを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 用途地域及び地区計画区域図   
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３）再生可能エネルギーについて 

 

①大気中の熱エネルギーの利用について 

「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用

の促進に関する法律」において、再生可能エネルギー源は以下のとおり定義されています。 

 

エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促

進に関する法律（平成二十一年七月八日法律第七十二号）進に関する法律（平成二十一年七月八日法律第七十二号）進に関する法律（平成二十一年七月八日法律第七十二号）進に関する法律（平成二十一年七月八日法律第七十二号）    

（定義）  

第二条第二条第二条第二条  この法律において「エネルギー供給事業者」とは、次に掲げる者をいう。  

一一一一     電気事業者（電気事業法 （昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第二号 に規定する一般電気事業者、

同項第六号 に規定する特定電気事業者及び同項第八号 に規定する特定規模電気事業者をいう。以下同じ。）  

二二二二     熱供給事業者（熱供給事業法 （昭和四十七年法律第八十八号）第二条第三項 に規定する熱供給事業者をいう。

以下同じ。）  

三三三三     燃料製品供給事業者（化石エネルギー原料から製造される石油製品、可燃性天然ガス製品その他の製品のうち、

燃焼の用に供されるものとして政令で定めるもの（以下「燃料製品」という。）の製造（第三者に委託して製造す

ることその他の製造に準ずる行為として燃料製品の種類ごとに政令で定める行為を含む。第七条において同じ。）

をして供給する事業を行う者をいう。第八項において同じ。）  

２２２２     この法律において「非化石エネルギー源」とは、電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として利用することが

できるもののうち、化石燃料（原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料（その

製造に伴い副次的に得られるものであって燃焼の用に供されるものを含む。）であって政令で定めるものをいう。

第五項において同じ。）以外のものをいう。  

３３３３     この法律において「再生可能エネルギー源」とは、太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギ

ー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるものをいう。  

４４４４     この法律において「非化石エネルギー源の利用」とは、電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として非化石エ

ネルギー源を利用すること（電気事業者又は熱供給事業者にあっては、エネルギー源として非化石エネルギー源を

利用した電気又は熱を他の者から調達することを含む。）をいう。  

５５５５     この法律において「化石エネルギー原料」とは、化石燃料のうち、燃料製品の原料であってエネルギー源とな

るものをいう。  

６６６６     この法律において「化石エネルギー原料の有効な利用」とは、化石エネルギー原料の単位数量当たりの当該化

石エネルギー原料から燃料製品を製造（第三者に委託して製造することを含む。）して当該燃料製品を回収した後

に残存する物として経済産業省令で定めるものの経済産業省令で定める方法により算出される発生量を減少させ

ること又は化石エネルギー原料の単位数量当たりの当該化石エネルギー原料から製造される燃料製品の経済産業

省令で定める方法により算出される生産量を増加させることをいう。  

７７７７     この法律において「特定エネルギー供給事業者」とは、エネルギー供給事業者のうち、非化石エネルギー源の

利用が技術的及び経済的に可能であり、かつ、その促進が特に必要であるものとして政令で定める事業を行うもの

をいう。  

８８８８     この法律において「特定燃料製品供給事業者」とは、燃料製品供給事業者のうち、化石エネルギー原料の有効

な利用が技術的及び経済的に可能であり、かつ、その促進が特に必要であるものとして政令で定める事業を行うも

のをいう。  

 

 

エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促

進に関する法律施行令（平成二十一年八月二十七日政令第二百二十二号）進に関する法律施行令（平成二十一年八月二十七日政令第二百二十二号）進に関する法律施行令（平成二十一年八月二十七日政令第二百二十二号）進に関する法律施行令（平成二十一年八月二十七日政令第二百二十二号）    

（再生可能エネルギー源）  

第四条第四条第四条第四条  法第二条第三項 の政令で定めるものは、次のとおりとする。  

一一一一     太陽光  

二二二二     風力  

三三三三     水力  

四四四四     地熱  

五五五五     太陽熱  

六六六六     大気中の熱その他の自然界に存する熱（前二号に掲げるものを除く。）  

七七七七     バイオマス（動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの（法第二条第二

項 に規定する化石燃料を除く。）をいう。）  
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②再生可能エネルギーの導入率について 

都市計画提案において再生可能エネルギーの導入率は 10％以上と定めました。事業者が建設する

予定の建物において積極的に導入することで、地域としては、15％を目標としております。 

 

 

 

 

 

 

3-1-4-(4) 環境に配慮したまちづくり（都市計画提案書 様式 1 P22 抜粋） 

 

○○○○再生可能エネルギーの積極導入再生可能エネルギーの積極導入再生可能エネルギーの積極導入再生可能エネルギーの積極導入    

本計画で導入する建築物においては積極的に再生可能エネルギーを導入します。  

また、その維持のために宅地整備後もエリアマネジメントによる管理を検討し、建築物の

改築に当たっては、その時点での最新の技術を導入するよう恒久的に促していきます。なお、

導入率は導入率は導入率は導入率は 10101010％以上％以上％以上％以上とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再掲（平成 26年 3月 28 日事業者資料 修正届添付資料に関する補足資料 P14） 


